
第１回 立地適正化計画策定検討会議 

1 

  立地適正化計画制度の創設背景 
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  計画策定の目的 

これまで整備してきた中心市街地や公共交通をはじめとする既存ストッ
クを有効に活用しながら，よりコンパクトで利便性と持続性の高いまちづ
くりを進めていくため 

都市計画マスタープランをより具体的かつ戦略的に         
推進するための計画として策定 

２月に改定した旭川市都市計画マスタープラン 

    都市整備の目標 「持続可能で安心快適なまちづくり」 

限られた公共財源と民間資本を効果的に活用・誘導しながら，人口減少・少子
高齢社会に対応できる 

コンパクトな都市構造への再編に取り組むことが必要 
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  計画策定の意義 
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コンパクトシティ・プラス・ネットワークに 

取り組まないと・・・ 取り組むと・・・ 

中心市街地 
・拠点性が薄れ賑わいが低下 
・まち全体の魅力が低下 

・賑わいの連鎖による好循環を創出 
・多様な交流を促進 

居住環境 徒歩圏内の生活利便施設が不足 
生活の利便性が維持された居住環境の
形成 

移動手段 
・公共交通網の維持が困難になる 
・自家用自動車への依存が進む 

徒歩や公共交通など交通手段が選択で
きる 

都市経営 
社会資本の維持管理費用が不足 
による公的サービスの低下 

公的サービスの効率化や公共施設の複
合化・適正配置などによる利便性の維
持 



  計画の位置付け 

旭川圏都市計画区域の整備，
開発及び保全の方針 
（北海道決定） 

旭川市都市計画マスタープラン 立地適正化計画 

第８次旭川市総合計画 
都市機能に関連す
る計画 
・公共交通（地域公
共交通網形成計
画） 
・公共施設 
・商業，医療，福祉，
子ども子育て支援 
         ｅtc． 

各都市計画 
・都市施設（道路・下水等） ・土地利用（用途地域・地区計画等） 
・市街地開発事業       ｅtc． 

即する 

連 
携 
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即する 

即する 

  立地適正化計画で定める内容 

■ 立地適正化計画の区域のイメージ 
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・計画の区域（都市計画区域） 

・基本的な方針 （立地適正化の
目的（ターゲット）） 

・居住誘導区域と居住を誘導す
る施策 

・都市機能誘導区域，誘導施設，
誘導施設を誘導する施策 

・その他（目標値，評価方法，必
要に応じて定める地区） 



  立地適正化計画で定める内容  ① 計画の区域 とは 

（１）計画区域 
 

（２）目標期間 
 

都市計画区域全域 
 （旭川市都市計画マスタープランの対象は市全域） 

概ね２０年 
（旭川市都市計画マスタープランと合わせ平成４８年とする。） 

 なお，おおむね５年毎に計画進捗や効果・影響に係る評価
を行い，必要に応じて見直しを行う。 
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  立地適正化計画で定める内容  ② 基本的な方針 とは 
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上位計画である都市計画マスタープランの 
都市整備の目標の実現に向け 

立地適正化計画によって実現を目指す都市像 
の設定 

都市計画マスタープランに即する 
必要がある 



  立地適正化計画で定める内容  ③ 居住誘導区域 とは 

• 「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」のこと。 

  （市街化調整区域や工業専用地域のほか災害危険性のある区域等を除く） 

•人口が減少する中でも一定のエリア内の人口密度を維持すること
によって，生活サービス施設，公共交通，都市基盤施設を効率的
に維持することを目的としている。 
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•居住誘導区域以外の区域では，１０００㎡以上の宅地の開
発行為や３戸以上の住宅建設が届出・勧告の対象となる。 

 ⇒居住誘導区域以外の区域において住宅開発を制限 
  するものでありません。 

  立地適正化計画で定める内容  ④ 都市機能誘導区域 とは 

• 「都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域」のこと。 

   （居住誘導区域内において定める） 

•医療，福祉，商業等の都市機能を都市の拠点となるエリアに立地
誘導・集約することによって，これら生活サービス施設を効率的に
利用することを目的としている。 
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•都市機能誘導区域以外の区域では，誘導施設の立地を
行う場合に届出・勧告の対象となる。 

 ⇒都市機能誘導区域以外の区域において誘導施設の 
   立地を制限するものでありません。 



  立地適正化計画で定める内容  ⑤ 誘導施設 とは 

•立地を誘導すべき「都市機能増進施設」のこと。 

     （都市機能誘導区域には，その区域に必要な誘導施設を必ず定める） 
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  誘導施設の例 具体施設の例 

医療施設 病院・診療所等 

社会福祉施設 老人デイサービスセンター等 

高齢化の中で必要性が高まる施設 小規模多機能型居宅介護事業所，地域包括支援センター等 

子育て支援施設 幼稚園や保育園等 

教育施設 小学校等 

文化施設・集会施設 図書館，博物館等 

商業施設 スーパーマーケット等の店舗，銀行等 

行政施設 行政サービスの窓口機能を有する市役所等 

※誘導施設として定めた施設であっても国からの支援メニューがないものもある。 
  （関連計画との連携が必要なものもある） 
※例に挙げたものを全て誘導施設にする必要はなく，都市機能誘導区域毎に異なる  
 誘導施設を定めることができる。 

  立地適正化計画で定める内容  ⑤ 誘導施設 とは 

■ 国からの交付対象となる誘導施設（都市機能立地支援事業の例） 

 

 

○は中心拠点区域でのみ対象 
●は生活拠点区域でのみ対象 

  対象施設 具体施設 

医療施設 ○特定機能病院  ・病院  ・調剤薬局 
○地域医療支援病院  ・診療所 

社会福祉施設 通所を主目的とする施設 

教育文化施設 ○認定こども園    ○大学 
○幼稚園       ○専修学校 
○小学校       ○各種学校 
○高等学校     ○図書館 
○中等教育学校  ○博物館・美術館 
○特別支援学校  ○博物館相当施設 

子育て支援施設 ○乳幼児一時預かり施設   
○子ども送迎センター 

地域交流センター ●高次都市施設に定める地域交流センター 

医療施設又は社会福祉施設を
整備する場合にあっては，医療
計画，子ども・子育て支援事業
計画等と連携が図られたもの
であること 
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※市町村による固定資産税の
減免などの支援が必須となりま
す。 



  立地適正化計画で定める内容  ⑥ 誘導施策 とは 
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① 居住の誘導施策（例） 

●都市再生特別措置法に基づく届出・勧告 
●その他の支援策（サービス付き高齢者住宅，空き家など） 

●都市再生特別措置法に基づく届出・勧告 
●国の支援を受けて行う施策等 
●市が独自に講じる施策 
 ○都市計画制度の運用 
   ・立地適正化計画に即した都市計画の見直し 
   ・都市計画による誘導支援等 
 ○既存施策との連携 
   ・補助採択要件や基準等の見直し 
   ・空き家等の低未利用地の活用検討 

② 都市機能の誘導施策（例） 

  立地適正化計画で定める内容  ⑦ 目標値等 とは 

① 取組の進捗に関する目標値（例） 

●都市機能誘導に係る指標 
 →居住誘導区域内の医療施設徒歩圏カバー率 ○○％ 
●居住誘導に係る指標 
 →居住誘導区域内の人口密度 ○○人/ｈａ 
●公共交通に係る指標 
 →居住誘導区域内の機関公共交通カバー率 ○○％ 
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●立地適正化計で示す都市像に対する効果 
 →健康寿命の延伸 平均寿命増加分以上の延伸 
 →総人口に対する路線バス利用者数割合 
 →市は活気と賑わいのあるまちだと思う市民の割合 

② 取組の効果に関する目標（例） 



  スケジュール 
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５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

誘導方針（素案）の
検討・作成 

誘導区域・誘導施設
（素案）の検討・作成 

誘導施策・指標・評価方
法（素案）の検討作成 

策定検討会議 

都市計画審議会 

地域別市民意見交
換会（まち協単位） 

意見提出手続 

計
画
策
定
・公
表
等 

 

計画素案
とりまとめ 
 

 

計
画
案
の
作
成 


